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青森市新田浄化センターの次期運転管理業務委託について 

 

１ 経緯 

 青森市新田浄化センターの運転管理業務については、平成２９年度から包括的民間委託

を導入し、５ヶ年の委託期間により実施しているところであるが、今年度がその最終年度

であることから、次期包括委託の業者を年度内に選定する。 

 

２ 業務内容及び委託期間 

業 務 名：青森市新田浄化センター包括的運転管理業務委託 

業務内容：新田浄化センター及び関連する施設の運転管理､保守点検､水質分析､ユーティ

リティ（管理に必要な資材、消耗品、薬剤、電力、燃料等）調達及び付帯業務

等の包括的委託 

委託期間：現行委託＞平成２９年４月１日から令和４年３月３１日まで（５ヵ年） 

次期委託＞令和 ４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５ヵ年） 

 

３ 業者選定方法 

下水処理施設の包括的民間委託は、民間のノウハウを活用して適正な処理を安定的・効

率的に行うことを目的としていることから、前回と同様、価格面、業務遂行能力及び技術

提案を総合的に評価する「公募型プロポーザル方式」により業者を選定する。 

 

４ 募集についての基本的考え方 

（１）業務遂行能力及び技術能力を有すること。 

（２）民間の創意工夫を活かした効率的な運営手法の提案があること。 

（３）地元企業１者以上を含む共同企業体とすること。 

 

５ 今後のスケジュール 

令和３年    ８月 公募型プロポーザルの公告 

    １０～１１月 審査及び優先交渉権者の選定 

       １２月 契約 

令和４年  １～３月 引継期間 

        ４月 次期業務委託の開始 

 


